
 様 式 Ｆ－１３－１〔記入例〕 

 

 

科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究中断届 

 

 

平成２３年１２月１２日 

   

  独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 
                       ○○大学・○○研究科・教授 ○○ ○○ 〔印〕 
 

  
  

 

 

  科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金（基盤研究（Ｃ）））について、産前産後の休暇又は

育児休業の取得に伴い下記のとおり１年を超えて研究を中断しますので報告します。 

 

記 

 

  １．課題番号 ２ ３ ２ ３ ４ ５ ６ ７

  

 

２．研究課題名  ○○の××に関する総合的研究        

 

 

  ３．交付決定額               5,460,000 円 … ①＋② 

                      直接経費       4,200,000 円 … ① 

                      間接経費       1,260,000 円 … ②  

 

 

  ４．補助事業期間 平成２３年度～平成２６年度 

 

 

  ５．産前産後の休暇又は育児休業の開始（予定）年月日及び終了予定年月日 

    平成２４年１月１日 ～ 平成２５年３月３１日 

 

 

  ６．研究再開予定年月日 

    平成２５年４月１日 

 

機関番号 １ ２ ３ ４ ５ 

研究者番号 １ ０ ７ ６ ５ ４ ３ ２ 



 

 

様式Ｆ－１３－１〔作成上の注意〕 

 

 

この研究中断届は、研究代表者が産前産後の休暇又は育児休業を取得することにより１年を超えて補助

事業を中断する場合に、１年を超えて補助事業を中断することが判明した時点で、研究代表者がＡ４判（縦

長）で作成し、所属する研究機関を経由して提出すること。 
 
【注意事項】 
 
１．本様式を提出後、産前産後の休暇又は育児休業の取得期間の延長など、記載内容に変更が生じた場合

には、改めて本様式を作成し、所属する研究機関を経由して提出すること。 
 
２．産前産後の休暇又は育児休業を取得することにより、補助事業期間の延長を希望する場合には様式Ｆ

－１３－２「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業期間延長承認申請書」を提出し、日本

学術振興会の承認を得ること。 
 
３．産前産後の休暇又は育児休業の取得中に助成金に未使用額が生じる場合には、補助事業を中断してい

る間、所属研究機関に未使用額を適切に管理させること。産前産後の休暇又は育児休業を取得中に様式

Ｆ－２「支払請求書」の提出時期が来た場合には、産前産後の休暇又は育児休業を取得中であっても、

様式Ｆ－２「支払請求書」を、所属する研究機関を経由して提出すること。（支払請求書の作成時期につ

いては、所属する研究機関と相談の上、例えば産前産後の休暇又は育児休業の取得前に作成するなど工

夫しても構わない。なお、支払請求書の提出時期までに作成することが困難な場合には研究機関を経由

して日本学術振興会に連絡すること。） 
 

４．「研究代表者所属研究機関・部局・職・氏名」欄には、研究代表者の所属する研究機関名、部局名、

職名を省略せずに記入すること（部局のない研究機関の場合は、部局名は不要。）。 

  研究代表者の氏名は、記名押印又は署名により記入すること。 

 

５．「研究者番号」欄には、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の研究者情報に登録されている８桁

の番号を記入すること。 

 

６．「１．課題番号」欄には、交付決定通知書に記載の課題番号（８桁）を記入すること。 

 

７．「２．研究課題名」欄には、交付申請書に記載の研究課題名を記入すること。 

 

８．「３．交付決定額」欄には、交付決定通知書に記載の交付決定額を記入すること（間接経費交付決定

額変更申請を行うなど交付決定額を変更した場合には、変更後の交付決定額を記入すること。）。なお、

間接経費の交付を受けていない場合は、間接経費欄に「０」を記入すること。 

 

９．「４．補助事業期間」欄には、交付申請書に記載の補助事業期間を記入すること。なお、既に補助事

業期間の延長が認められている場合には、延長後の補助事業期間を記入すること。 

 

10．「５．産前産後の休暇又は育児休業の開始（予定）年月日及び終了予定年月日」欄には、研究代表者

の所属する研究機関に確認の上、研究代表者の所属研究機関において承認された産前産後の休暇又は育

児休業の開始（予定）年月日及び終了予定年月日を記入すること。 

 

11．「６．研究再開予定年月日」欄には、産前産後の休暇又は育児休業終了後、研究を再開する予定年月

日を記入すること。（産前産後の休暇又は育児休業の終了後１年以内に研究を開始すること。） 
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